
大田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 

大田市小規模集会所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

大田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

大田市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

大田市税条例の一部を改正する条例 

大田市都市計画税条例の一部を改正する条例 

大田市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例 

大田市子ども医療費助成条例の一部を改正する条例 

大田市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

大田市三瓶山周辺観光施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例 

大田市手数料条例の一部を改正する条例 

をここに公布する。 

 

令和６年１０月７日 

 

大田市長  



大田市条例第３２号 

大田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部

を改正する条例 

大田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例（平成２７年大田

市条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２号中「第８項」を「第９項」に改め、同条第３号中「第

１２項」を「第１３項」に改め、同条第４号中「第１４項」を「第１

５項」に改める。 

別表第１中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改め

る。」 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の改正規定は、

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並

びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本

法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４６号）附則第１条第２

号に掲げる規定の施行の日から施行する。 



大田市条例第３３号 

大田市小規模集会所の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例 

大田市小規模集会所の設置及び管理に関する条例（平成１７年大田

市条例第１４３号）の一部を次のように改正する。 

別表久手駅集会所の項を削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



大田市条例第３４号 

大田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

大田市職員の給与に関する条例（平成１７年大田市条例第４８号）

の一部を次のように改正する。 

第１０条第１項第４号中「介護保険料」の次に「、後期高齢者医療

保険料」を加え、同項に次の１号を加える。 

⑾ 災害応急作業等業務 

別表第３に次のように加える。 

災害応急作業等業務 日額 １，０８０円 

附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大田

市職員の給与に関する条例（以下「給与条例」という。）の規定は、

令和６年１月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

２ この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給

与は、この条例による改正後の給与条例の規定による給与の内払と

みなす。 



大田市条例第３５号 

大田市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

大田市職員の旅費に関する条例（平成１７年大田市条例第４９号）

の一部を次のように改正する。 

第１２条第５項を削る。 

第２３条中第３項を第４項とし、同条第２項中「前項」を「前２項

」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加え

る。 

２ 旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅

行における特別な事情により、又は当該旅行の性質上困難である場

合には、当該旅費の額を超える額の旅費を支給することができる。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の大田市職員の旅費に関する条例の規定は、

令和６年４月１日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発し

た旅行については、なお従前の例による。 



大田市条例第３６号 

大田市税条例の一部を改正する条例 

大田市税条例（平成１７年大田市条例第５４号）の一部を次のよう

に改正する。 

第３４条の７第１項中「若しくは金銭」を削る。 

第３６条の２第９項中「第２条第１５項」を「第２条第１６項」に

改める。 

第５６条中「第６４条第４項」を「第１５２条第５項」に改める。 

第６３条の２第１項第１号中「同条第１５項」を「同条第１６項」

に改める。 

第８９条第２項第２号及び第１３９条の３第２項第１号中「第２条

第１５項」を「第２条第１６項」に改める。 

第１４９条第１号中「同条第１５項」を「同条第１６項」に改める。 

附則第４条の２を削る。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次の各号に

掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 第３４条の７第１項の改正規定及び附則第４条の２を削る改正

規定 公益信託に関する法律（令和６年法律第３０号）の施行の

日の属する年の翌年の１月１日 

⑵ 第３６条の２、第６３条の２、第８９条、第１３９条の３及び

第１４９条の改正規定 情報通信技術の活用による行政手続等に

係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を

図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律（令

和６年法律第４６号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日 



大田市条例第３７号 

大田市都市計画税条例の一部を改正する条例 

大田市都市計画税条例（平成１７年大田市条例第５６号）の一部を

次のように改正する。 

附則第７項第１号中「同条第１５項」を「同条第１６項」に改める。 

附 則 

この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の

利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタ

ル社会形成基本法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４６号）

附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日から施行する。 



大田市条例第３８号 

大田市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例 

大田市福祉医療費助成条例（平成１７年大田市条例第１０５号）の

一部を次のように改正する。 

第７条中「医療機関等に対して医療保険証等とともに」を「医療機

関等において被保険者等であることの確認を受ける際に、」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和６年１２月２日から施行する。 



大田市条例第３９号 

大田市子ども医療費助成条例の一部を改正する条例 

大田市子ども医療費助成条例（平成１７年大田市条例第１０９号）

の一部を次のように改正する。 

第５条中「当該医療機関等に対して、社会保険各法に定める保険証

等とともに」を「当該医療機関等において被保険者等であることの確

認を受ける際に、」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和６年１２月２日から施行する。 



大田市条例第４０号 

大田市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

大田市国民健康保険条例（平成１７年大田市条例第１１８号）の一

部を次のように改正する。 

第２２条中「第９項」を「第５項」に、「若しくは虚偽の届出をし

た場合又は同条第３項若しくは第４項の規定により被保険者証の返還

を求められてこれに応じない場合」を「又は虚偽の届出をした場合」

に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年１２月２日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する

法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政

令（令和６年政令第２６０号）第９条の規定によりなお従前の例に

よることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為

に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 



大田市条例第４１号 

大田市三瓶山周辺観光施設の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例 

大田市三瓶山周辺観光施設の設置及び管理に関する条例（平成２１

年大田市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

別表第２中「 

三瓶観光リフ

ト（第 1、第 2

、第3） 

火曜日 午前9時から午後5時まで 

西の原レスト

ハウス 

水曜日 午前9時から午後5時まで 

 

」を 

「 

三瓶観光リフ

ト（第 1、第 2

、第3） 

火曜日、 12月 1日

から翌年の 3月 31

日までの日 

午前8時30分から午後4時30分まで 

西の原レスト

ハウス 

月曜日、木曜日、

12月 1日から翌年

の 3月 31日までの

日 

午前10時から午後4時まで。ただ

し、火曜日、水曜日及び金曜日（

国民の祝日に関する法律（昭和23

年法律第178号）に規定する休日

を除く。）は午後2時まで 

」に改める。 

別表第３中「 

北の原

キャン

プ場 

キャンプサ

イト 

オート

サイト 

宿泊 1サイト1泊につき 4,700円 

  宿泊以外 1サイト1回につき 2,400円 

 電 源

設備 

宿泊 1サイト1泊につき 700円 

宿泊以外 1サイト1回につき 400円 

一般サ宿泊 テント1張り1泊に 1,200円 



イト つき 

宿泊以外 テント1張り1回に

つき 

600円 

キャンプファイヤー場 1ヶ所1回につき 3,000円 

ケビン 小型 宿泊 1棟1泊につき 13,000円 

宿泊以外 1棟1時間につき 1,000円 

大型 宿泊 1棟1泊につき 23,600円 

宿泊以外 1棟1時間につき 1,800円 

バンガローA 宿泊 1棟1泊につき 7,900円 

宿泊以外 1棟1時間につき 600円 

バンガローB 宿泊 1棟1泊につき 7,400円 

宿泊以外 1棟1時間につき 500円 

バンガローC 宿泊 1棟1泊につき 9,000円 

宿泊以外 1棟1時間につき 700円 

ドッグラン 半日利用 犬1匹につき 800円 

1日利用 犬1匹につき 1,600円 

セントラル

ロッジ 

多目的ホール 1時間につき 1,100円 

集会室 1時間につき 800円 

」を 

「 

北の原

キャン

プ場 

キャンプサ

イト 

オート

サイト 

宿泊 1サイト1泊につき 5,200円 

  宿泊以外 1サイト1回につき 2,700円 

 電 源

設備 

宿泊 1サイト1泊につき 800円 

宿泊以外 1サイト1回につき 500円 

一般サ

イト 

宿泊 テント1張り1泊に

つき 

1,500円 

宿泊以外 テント1張り1回に

つき 

800円 

キャンプファイヤー場 1ヶ所1回につき 3,300円 



ケビン 小型 宿泊 1棟1泊につき 15,600円 

宿泊以外 1棟1時間につき 1,200円 

大型 宿泊 1棟1泊につき 28,400円 

宿泊以外 1棟1時間につき 2,200円 

バンガローA 宿泊 1棟1泊につき 8,700円 

宿泊以外 1棟1時間につき 700円 

バンガローB 宿泊 1棟1泊につき 8,200円 

宿泊以外 1棟1時間につき 600円 

バンガローC 宿泊 1棟1泊につき 9,900円 

宿泊以外 1棟1時間につき 800円 

ドッグラン 半日利用 犬1匹につき 800円 

1日利用 犬1匹につき 1,600円 

セントラル

ロッジ 

多目的ホール 1時間につき 1,300円 

集会室 1時間につき 900円 

」に改め、同表備考１中「（昭和２３年法律第１７８号）」を削る。 

附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 



大田市条例第４２号 

大田市手数料条例の一部を改正する条例 

大田市手数料条例（平成１７年大田市条例第５８号）の一部を次の

ように改正する。 

別表第４中「 

複数建築物の認定の取消し申請（法第８

６条の５第１項） 

１件につ

き 

６，４８０円に現

に存する建築物の

数に１２，０００

円を乗じて得た額

を加算した額 

」を 

「 

複数建築物の認定の取消し申請（法第８

６条の５第１項） 

１件につ

き 

６，４８０円に現

に存する建築物の

数に１２，０００

円を乗じて得た額

を加算した額 

建築基準法施行令（昭和２５年政令第３

３８号。以下この表において「政令」と

いう。）第１３７条の１２第６項の規定

に基づく建築物の敷地と道路との関係に

関する制限の適用除外となる大規模の修

繕又は模様替の認定 

１件につ

き 

２７，３００円 

政令第１３７条の１２第７項の規定に基

づく建築物の道路内の建築制限の適用除

外となる大規模の修繕又は模様替の認定 

１件につ

き 

２７，３００円 



」に改める。 

別表第４の３中「第１８条第１６項」を「第１８条第２０項」に改

める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第４の３の改正

規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた

めの関係法律の整備に関する法律（令和６年法律第５３号）附則第１

条第３号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか

遅い日から施行する。 


